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庁舎清掃業務委託特記仕様書 

 

Ⅰ 業務概要 

１ 業務場所 秋田県秋田地域振興局福祉環境部 

秋田県潟上市昭和乱橋字古開１７２番地１ 

２ 業務期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

３ 業務仕様 本仕様書に記載されていない事項については「建築保全業務共通

仕様書 令和５年版（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）」（以

下「共通仕様書」という。）による。 

 

Ⅱ 業務範囲 

１ 作業内容 

清掃面積及び作業内容、作業回数は別紙「作業基準表」のとおりとする。 

(１)日常清掃及び定期清掃 

清掃作業基準表に基づき実施する。 

実施日時、実施要領等については、委託者と協議して決定する。 

(２)塵芥処理 

排出されたゴミ類は指定の場所へ集積すること。 

 

２ 従事者 

従事する者の名簿を提出するものとし、変更があった場合は速やかに変更届を提出

する。 

従事者は安全に作業を行うことができるような作業衣を着用すること。 

休憩は所定の場所で行うものとし、作業に使用する機械・器具等は委託者が指定す

る場所に収納することとする。 

 

３ 経費の負担等 

清掃作業の実施に必要な電力及び水道水に係る経費、ゴミ袋及びトイレットペーパ

ー・ハンドソープに係る経費は委託者の負担とする。 

清掃に使用する器具、資材等については、受託者の負担とする。 

 

４ 作業日報 

清掃業務終了後、作業状況と連絡事項を日報に記入し、提出する。その際、完了確

認を受けること。 

 

５ 教育指導 

受託者は、次に掲げる事項について責任者及び従事者を教育、指導するものとする。 

(１) 関係法令等を遵守し、委託者の信用を傷つけないように誠実、迅速かつ効率的

に行うこと。 

(２) 服務、服装等に留意し、職員及び訪問者等に不快感を与えないよう作業、言動

に十分注意すること。 

(３) 業務上知り得た機密、情報を漏らさないこと。 

(４) 火気の使用、騒音の発生、出入口の戸締まりに注意し、火災、その他の事故等

が発生しないように十分注意のうえ、作業を実施すること。 

(５) 作業に使用する器具、資材等で、施設、設備等を損傷しないこと。 

(６) 委託者から貸出を受けた鍵等は、慎重に取り扱い、作業を実施するために必要

な時間と場所に限って使用し、責任をもって返却及び管理すること。 

(７) 電気及び水道の使用にあたっては、極力節約に努め、適正な作業を実施するこ

と。 
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(８) 作業に使用する器具、資材等は、委託業務の実施個所に応じ、良好な品質のも

のを使用すること。 

(９) 作業の実施に関し、委託者から指示があった場合には、これに従うこと。 

 

６ 事故等の措置 

(１) 建物内に破損または器具等に異常を認めた場合は、すみやかに委託者に報告し、

その指示に従うこと。 

(２) 事故を起こし、若しくは事故に遭遇した場合は、すみやかに委託者に報告し、

その指示に従うこと。 

(３) 委託業務の実施に伴う従事者の疾病、傷害、その他事故については、原則とし

て受託者の責任において措置すること。 

 

７ 委託業務の実施に際しては、委託者と定期的に打合せを行い、適正な業務の実施に

ついて協議するものとする。 

 

Ⅲ その他 

  本仕様書に定めのない事項は、委託者と受託者の協議によって定めるものとする。 


